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律
相
談
。

日
時　

弁
護
士
相
談
（
毎
週
火
曜

日
）、司
法
書
士
相
談
（
毎
週
水
曜
日
）

と
も
に
午
後
２
時
～
午
後
４
時
30
分

●
行
政
相
談

　

行
政
機
関
等
の
業
務
に
関
す
る

意
見
や
要
望
、
苦
情
。

日
時　

毎
週
木
曜
日
（
第
５
週
木
曜

日
を
除
く
）
午
後
２
時
～
午
後
４
時

●
消
費
生
活
相
談

日
時　

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日　

午

前
10
時
～
午
後
４
時

場
所　

ハ
ー
モ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー

●
人
権
相
談

日
時　

毎
月
第
１
木
曜
日　

午
前

10
時
～
午
後
４
時

※
各
種
相
談
窓
口
は
、
正
午
～
午

後
１
時
、
土
・
日
、
祝
日
は
お
休

み
と
な
り
ま
す
。

３
月
・
４
月
は
市
民
課
窓
口

が
大
変
混
み
合
い
ま
す

～
休
日
窓
口
開
設
の
お
知
ら
せ
～

問 

市
民
課

☎  

内
線
3
0
6
5
、
3
0
6
6

　

４
月
は
新
生
活
が
始
ま
る
時
期

で
、
転
入
・
転
出
な
ど
の
住
民
異

動
届
の
手
続
の
た
め
に
多
く
の
人

が
市
役
所
を
訪
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
３
月
下
旬
か
ら
４

月
上
旬
に
か
け
て
窓
口
が
大
変
混

み
合
い
、
待
ち
時
間
が
２
～
３
時

間
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
混
雑
の
緩
和
と
平
日
来
庁

で
き
な
い
人
の
た
め
に
休
日
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

【
休
日
窓
口
の
開
設
】

日
時　

３
月
25
日
（
日
）・
４
月
１

日
（
日
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
45
分
～
午

前
11
時
30
分
、
午
後
１
時
15
分
～

午
後
４
時
30
分

場
所　

市
役
所
１
階　

市
民
課

対
象
と
な
る
手
続　

主
に
住
民
票

等
の
証
明
書
の
交
付
や
住
民
異
動

届
の
受
付
で
す
。

引
越
し
な
ど
に
よ
る
水
道
の
届
出

問 

水
道
部　

営
業
課

☎  

（
8
7
7
）
8
4
7
6

　

 

（
8
7
7
）
8
4
6
0

　

引
越
し
な
ど
に
よ
る
水
道
の
使
用

開
始
ま
た
は
使
用
中
止
を
し
た
い
と

き
は
、
作
業
希
望
日
の
２
～
３
営
業

日
前
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　

月
～
金
曜
日
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
電

話
、
営
業
課
窓
口
）

　

受
付
の
際
に
使
用
開
始
日
ま
た

は
使
用
中
止
日
、
使
用
者
の
氏
名
、

住
所
、
連
絡
先
な
ど
を
確
認
し
ま

す
。
基
本
的
に
立
会
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

　

午
後
４
時
以
降
の
閉
栓
受
付
は
、

翌
営
業
日
に
閉
栓
作
業
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

引
っ
越
し
ゴ
ミ

問 

環
境
保
全
課

☎  

内
線
３
２
１
１

　

浦
添
市
の
ご
み
収
集
は
、「
燃
え

る
ご
み
」
は
週
2
回
、「
燃
え
な

い
ご
み
」
は
月
2
回
、「
資
源
ご

み
」・「
粗
大
ご
み
」
は
週
1
回
の

収
集
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
越
し

な
ど
で
臨
時
的
に
ご
み
が
出
る
場

合
も
、
通
常
の
ご
み
収
集
日
に
合

わ
せ
て
収
集
す
る
事
に
な
り
ま
す

の
で
、
計
画
的
に
出
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み

　

市
の
指
定
ご
み
袋
に
入
れ
、
指

定
収
集
日
に
合
わ
せ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
袋
の
数
が
20
袋
を
超
え

る
場
合
は
環
境
保
全
課
ま
で
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

資
源
ご
み

　

紙
類
（
新
聞
紙
、
雑
誌
、
段
ボ
ー

ル
等
）
や
容
器
類
（
ビ
ン
、缶
、ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
等
）
は
資
源
ご
み
で
す
。

こ
れ
ら
の
ご
み
は
再
生
利
用
さ
れ

る
た
め
、
燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い

ご
み
に
は
混
ぜ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

分
別
す
れ
ば
ご
み
の
減
量
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

粗
大
ご
み

　

粗
大
ご
み
は
事
前
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。
粗
大
ご
み
収
集
日

の
前
日
（
土
・
日
、
祝
日
除
く
）

の
午
後
４
時
ま
で
に
環
境
保
全
課

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・

洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
・
エ
ア
コ

ン
は
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品

の
た
め
市
で
は
収
集
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
購
入
先
に
引
き
取
り

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
購
入
先

が
不
明
ま
た
は
廃
業
等
で
存
在
し

な
い
場
合
は
、
市
の
許
可
業
者
に

引
き
取
り
を
依
頼
す
る
か
、
指
定

引
き
取
り
場
所
へ
自
己
搬
入
し
て

く
だ
さ
い
。

家
電
許
可
業
者
（
引
取
り
）

浦
添
市
清
掃
事
業
協
同
組
合

☎
（
8
7
7
）
2
7
5
0

有
限
会
社
沖
縄
ク
リ
ー
ン
工
業

☎
（
9
5
1
）
0
3
7
0

丸
一
商
会

☎
（
9
4
6
）
5
2
6
5

家
電
許
可
業
者
（
自
己
搬
入
）

拓
南
商
事
（
株
）

☎
（
9
3
4
）
8
0
1
0

う
る
ま
市
州
崎
8

−

2

（
株
）拓
琉
リ
サ
イ
ク
ル
研
究
セ
ン
タ
ー

☎
（
9
3
9
）
９
8
1
1

沖
縄
市
登
川
3
5
1
3

−

1

（
株
）
拓
琉
金
属
豊
崎
工
場

☎
（
9
8
7
）
4
3
9
4

豊
見
城
市
字
豊
崎
3

−
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税
金
・
保
険
・
年
金

平
成
30
年
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
更
新
が
始
ま
り
ま
す

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
５

●
郵
送
に
よ
る
更
新

　

平
成
30
年
１
月
31
日
現
在
、
国

民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世

帯
に
は
、
２
月
下
旬
か
ら
被
保
険

者
証
を
簡
易
書
類
で
郵
送
し
ま
す
。

●
窓
口
で
の
更
新

　

平
成
30
年
１
月
31
日
現
在
、
国

民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世

帯
、
修
学
中
の
学
生
で
修
学
特
例

○学
の
保
険
証
ま
た
は
施
設
入
所
等

で
遠
隔
地
○遠
の
保
険
証
が
交
付
さ

れ
て
い
る
被
保
険
者
は
、
国
民
健

康
保
険
課
窓
口
で
の
更
新
と
な
り

ま
す
。
窓
口
更
新
の
世
帯
に
は
ハ

ガ
キ
で
更
新
日
を
通
知
し
ま
す
。

　

指
定
日
に
来
庁
で
き
な
い
場
合

は
、
必
ず
３
月
30
日
（
金
）
ま
で

に
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
更
新
に
際
し
て
国
民
健

康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
は
、

納
税
相
談
も
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

更
新
は
７
月
か
ら
で
す
。

更
新
場
所　

国
民
健
康
保
険
課
15

番
窓
口
（
浦
添
市
役
所
１
階
）

期
間　

3
月
30
日
（
金
）
ま
で　

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
。

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午

前
11
時
30
分
、
午
後
１
時
～
午
後

４
時
30
分

乗
っ
て
い
な
い
バ
イ
ク
・
軽
自
動

車
は
３
月
ま
で
に
抹
消
を
！

問 

市
民
税
課

☎  

内
線
２
２
１
１
・
２
２
１
２

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
を
所

有
し
て
い
る
人
に
納
税
義
務
が
あ

り
ま
す
。

　

登
録
、
名
義
変
更
、
住
所
変
更
、

廃
車
な
ど
の
手
続
き
は
３
月
ま
で

に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

車
種
に
よ
り
問
い
合
わ
せ
窓
口

が
異
な
り
ま
す
。
左
の
表
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

《 

原
付
バ
イ
ク
の
手
続
き
に
必
要

な
も
の 

》

●
新
規
登
録

　

販
売
証
明
書
（
又
は
廃
車
証
明

書
）、
名
義
人
の
印
鑑
、
自
賠
責
保

険
証
明
書

●
名
義
変
更
（
浦
添
市
ナ
ン
バ
ー
）

　

標
識
交
付
証
明
書
、
新
・
旧
両

方
の
名
義
人
の
印
鑑
、
自
賠
責
保

険
証
明
書

●
名
義
変
更
（
他
市
ナ
ン
バ
ー
）

　

標
識
交
付
証
明
書
、
新
・
旧
両

方
の
名
義
人
の
印
鑑
、
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
、
自
賠
責
保
険
証
明
書

●
抹
消
（
廃
車
）

　

標
識
交
付
証
明
書
、
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
、
名
義
人
の
印
鑑

※
バ
イ
ク
の
手
続
き
の
際
は
、
届

出
人
（
窓
口
に
来
る
人
）
の
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
等
）
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※
未
成
年
（
19
歳
未
満
）
の
人
が

新
規
登
録
、
名
義
変
更
さ
れ
る
場

合
は
保
護
者
が
記
入
し
た
「
同
意

書
」
の
提
出
も
必
要
で
す
。

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
帳
簿

の
縦
覧

問 

資
産
税
課

☎  

内
線
２
２
６
１
～
２
２
６
５

　

地
方
税
法
第
4
1
6
条
第
1
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
30
年
度
土

地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
帳
簿
に
は
、
市
内
に
あ
る

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
ご
自
身
の
資
産

と
他
の
資
産
を
比
較
し
て
、
そ
の

資
産
が
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い
る

か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
期
間
を
過
ぎ
る
と
縦
覧

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度
の
固
定
資
産
税
納
税

通
知
書
の
発
送

問 

資
産
税
課

☎  

内
線
２
２
６
１
～
２
２
６
５

　

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は

4
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。
納
税

通
知
書
が
届
い
た
ら
、
内
容
の
ご

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、
資
産
税
課
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

協
会
け
ん
ぽ
沖
縄
支
部
の
健
康
保

険
料
率
変
更
の
お
知
ら
せ

問 

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会

け
ん
ぽ
）
沖
縄
支
部

☎  

（
9
5
1
）
2
2
4
6

　

平
成
30
年
３
月
分
（
４
月
納
付

分
）
か
ら
協
会
け
ん
ぽ
沖
縄
支
部

の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す
。

●
健
康
保
険
料
率

９
・
９
５
%
（
現
行
）

↓

９
・
９

３
%
（
平
成
30
年
３
月
分
〜
）

●
介
護
保
険
料
率

１
・
６
５
%
（
現
行
）

↓

１
・
５

７
%
（
平
成
30
年
３
月
分
〜
）

※
任
意
継
続
被
保
険
者
の
人
の
保

険
料
率
は
平
成
30
年
４
月
分
（
４

月
納
付
分
）
か
ら
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
健
康
保
険
料
率
は
加
入
し
て
い
る

都
道
府
県
支
部
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

各
種
相
談
窓
口
の
ご
案
内

問 

市
民
生
活
課

☎  

内
線
3
0
1
2

問 

市
民
相
談
室
・
消
費
生
活
相
談
室

☎  

（
８
５
１
）
５
０
５
９

※
各
種
相
談
無
料
。秘
密
厳
守
し
ま
す
。

場
所　

市
民
相
談
室（
市
役
所
１
階
）

《
各
種
相
談
》

●
市
民
相
談

　

市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民
の
一

般
相
談
お
よ
び
市
行
政
に
対
す
る

意
見
や
要
望
、
苦
情
な
ど
。

日
時　

月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時

●
法
律
相
談
（
要
予
約
）

　

市
民
生
活
に
関
わ
る
諸
々
の
法

・原付バイク（50cc～125cc）
・小型特殊自動車
・ミニカー

浦添市役所
市民税課 軽自動車税係
☎（876）1234
内線（2211・2212）

車　種 受付場所

全国軽自動車協会連合会
沖縄事務所
☎050（3816）3126

陸運事務所
☎050（5540）2091

・二輪の小型自動車
 （251cc 以上）

・軽二輪（126cc ～ 250cc）
・軽自動車

縦覧できる人

縦覧場所

縦覧期間

受付時間

必要なもの

手数料

・市内の土地または家屋の納税者・納税管理人
・代理人（納税者からの委任状が必要です）

納税通知書、または運転免許証などの身分を証明できるもの
※代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状

浦添市役所 2階　資産税課窓口

平成30年4月2日（月）～5月1日（火）（土・日・祝日を除く）

午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）

無料

利用料金変更のお知らせ
【専用利用料金】　

【個人利用料金】　

浦添市かりゆし
センター 浦添市老人福祉

センター
浦添市地域福祉

センター

集会室
料理実習室
教養娯楽室（和室）
教養娯楽室（洋室）

室料
920
220
140
160

冷房料
230
50
30
30

利用料金（円）
種　別

1時間につき

1人1回につき

　　種　別
トレーニング室

利用料金（円）
200

浦添市かりゆしセンター 
浦添市西原 4-11-8
☎（871）1616　

【専用利用料金】　

【個人利用料金】　
多目的ホール
研修室
教養娯楽室
料理実習室
会議室 1
会議室 2

室料
550
290
80
350
100
100

冷房料
580
240
110
180
110
150

利用料金（円）
種　別

1時間につき

1人1回につき

　　種　別
トレーニング室

利用料金（円）
200

浦添市地域福祉センター
浦添市内間 2-18-2 -101
☎（878）1478　

【専用利用料金】　

【個人利用料金】　 集会室
教養娯楽室
会議室（図書館）
研修室

室料
380
90
70
320

冷房料
240
80
30
160

利用料金（円）
種　別

1時間につき

1人1回につき

　　種　別
機能回復訓練室
浴室

利用料金（円）
200
150

浦添市老人福祉センター
浦添市安波茶 1-1-2
☎（879）5501　

平成 30年 4月 1日（日）から変更 !!
※トレーニング室・機能回復訓練室については料金変更なし　

福祉給付課
（内線 3567）

▲３月・４月は
市民課窓口が大
変混み合います
～休日窓口開設
のお知らせ～


